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子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
次
世

代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く

法
定
計
画
と
し
て
、
本
町
の
子
ど
も

に
関
す
る
基
本
理
念
や
各
施
策
の
目

標
、
方
向
性
及
び
具
体
的
取
組
な
ど

に
つ
い
て
、
令
和
２
年
度
か
ら
５
年

間
の
計
画
を
策
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
町
道
の
認
定
に
つ
い
て

　

曙
団
地
１
号
線
、
２
号
線
、
３
号
線

の
３
路
線
を
町
道
と
し
て
認
定
す
る

も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
第
６
次
総
合
計
画
の
一
部
変

更
に
つ
い
て

　

令
和
２
年
度
予
算
に
係
る
「
高
齢
者

の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
事
業
を
一

体
的
に
進
め
る
」
計
画
事
業
１
件
の

追
加
及
び
、
北
海
道
介
護
福
祉
学
校

に
関
す
る
計
画
事
業
１
件
の
事
業
名

を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

▼
令
和
元
年
度
栗
山
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
８
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
に
２
１
２
万
９
千
円

を
追
加
し
、
総
額
を
93
億
８
５
０
万

８
千
円
と
す
る
も
の
で
、
内
容
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

に
係
る
補
正
で
す
。

▼
令
和
２
年
度
栗
山
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
に
23
万
１
千
円
を
追

加
し
、
総
額
を
86
億
３
８
２
３
万
１

千
円
と
す
る
も
の
で
、
内
容
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と

す
る
た
め
、
関
係
規
定
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
「
道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
」
に
基
づ
き
、
道
路
占
用
料

の
額
等
を
見
直
す
た
め
、
関
係
規
定

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
公
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

こ
れ
ま
で
、
公
営
住
宅
の
入
居
要
件

と
し
て
い
た
連
帯
保
証
人
の
確
保
を

不
要
と
し
、
新
た
に
緊
急
連
絡
先
の

届
出
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、

民
法
改
正
等
に
伴
い
、
債
権
関
係
の

規
定
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
水
道
事
業
及
び
下
水
道
事
業

の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
「
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」
に
基
づ
き
、
職
員
の
賠
償

責
任
の
免
除
に
係
る
規
定
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
「
水
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

に
基
づ
き
、
指
定
給
水
装
置
工
事
事

業
者
の
指
定
に
お
い
て
、
５
年
ご
と

の
更
新
制
度
を
導
入
す
る
た
め
、
関

係
規
定
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
第
２
期
栗
山
町
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
事
業
計
画
に
つ
い
て

▼
令
和
元
年
度
栗
山
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
６
号
）
の
専
決
処
分

　

歳
入
歳
出
予
算
に
１
０
４
万
円
を
追

加
し
、
総
額
を
92
億
７
４
７
５
万
５

千
円
と
す
る
も
の
で
、
内
容
は
、
令

和
元
年
台
風
第
19
号
で
被
災
し
た
姉

妹
都
市
、
宮
城
県
角
田
市
へ
の
追
加

支
援
に
係
る
補
正
で
す
。

▼
令
和
元
年
度
栗
山
町
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
７
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
に
３
１
６
２
万
4
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
93
億
６
３
７

万
９
千
円
と
す
る
も
の
で
、
主
な
内

容
は
、
担
い
手
確
保
・
経
営
強
化
支

援
事
業
補
助
金
の
追
加
な
ど
に
係
る

補
正
で
す
。

▼
令
和
元
年
度
栗
山
町
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

議会の動き

　令和２年第 1回栗山町議会定例会で
次の議案が審議されました。

　

歳
入
歳
出
予
算
に
８
８
４
４
万
２
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
16
億
４
５
３

万
１
千
円
と
す
る
も
の
で
、
主
な
内

容
は
、
一
般
被
保
険
者
療
養
給
付
費

の
追
加
な
ど
に
係
る
補
正
で
す
。

▼
令
和
元
年
度
北
海
道
介
護
福
祉
学
校

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
か
ら
１
０
１
万
６
千

円
を
減
額
し
、
総
額
を
１
億
２
１
６

８
万
６
千
円
と
す
る
も
の
で
、
主
な

内
容
は
、
学
生
数
の
減
少
に
伴
う
補

正
で
す
。

▼
令
和
元
年
度
栗
山
町
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
4
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
か
ら
４
１
５
４
万
４

千
円
を
減
額
し
、
総
額
を
14
億
１
２

０
８
万
円
と
す
る
も
の
で
、
主
な
内

容
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
減
額
な

ど
に
係
る
補
正
で
す
。

▼
令
和
元
年
度
栗
山
町
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
に
３
７
５
万
円
を
追

加
し
、
総
額
を
２
億
１
１
１
３
万
円

と
す
る
も
の
で
、
内
容
は
、
北
海
道

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
負
担
金

の
追
加
に
伴
う
補
正
で
す
。

▼
令
和
元
年
度
栗
山
町
工
業
団
地
造
成

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
1
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
か
ら
２
１
４
万
８
千

円
を
減
額
し
、
総
額
を
２
５
６
２
万

2
千
円
と
す
る
も
の
で
、
主
な
内
容

は
、
第
４
工
業
団
地
分
譲
地
の
売
払

実
績
見
込
の
減
に
伴
う
補
正
で
す
。

▼
令
和
元
年
度
栗
山
町
水
道
事
業
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

資
本
的
収
入
か
ら
８
０
０
万
円
を
減

額
し
、
総
額
を
１
億
７
９
７
３
万
３

千
円
、
資
本
的
支
出
か
ら
１
９
９
１

万
円
を
減
額
し
、
総
額
を
３
億
９
５

５
２
万
３
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

▼
令
和
元
年
度
栗
山
町
下
水
道
事
業
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

下
水
道
事
業
資
本
的
収
入
か
ら
１
億

１
７
２
０
万
円
を
減
額
し
、
総
額
を

１
億
８
０
２
４
万
７
千
円
、
個
別
排

水
処
理
施
設
事
業
資
本
的
収
入
か
ら

１
１
５
７
万
円
を
減
額
し
、
総
額
を

７
１
８
万
円
、
下
水
道
事
業
資
本
的

支
出
か
ら
１
億
２
７
２
１
万
１
千
円

を
減
額
し
、
総
額
を
４
億
５
９
０
７

万
９
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

▼
令
和
２
年
度
栗
山
町
一
般
会
計
予

算
、国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
、

北
海
道
介
護
福
祉
学
校
特
別
会
計
予

算
、
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
、
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算
、
住

宅
団
地
造
成
事
業
特
別
会
計
予
算
、

工
業
団
地
造
成
事
業
特
別
会
計
予

算
、
水
道
事
業
会
計
予
算
、
下
水
道

事
業
会
計
予
算

　

以
上
９
件
は
、
令
和
２
年
度
各
会

計
予
算
審
査
特
別
委
員
会
で
審
議
さ

れ
、
本
会
議
に
お
い
て
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

▼
監
査
委
員
設
置
条
例

　
「
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」
の
施
行
に
基
づ
き
、
監
査

制
度
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
、
本

条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
デ
ジ
タ
ル
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政

手
続
等
の
利
便
性
の
向
上
や
行
政
運

営
の
簡
素
化
、
効
率
化
を
一
層
推
進

す
る
た
め
、
関
係
条
例
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

▼
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
導
入
に
伴

う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　

本
年
４
月
よ
り
、
会
計
年
度
任
用

職
員
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
伴
い
、

関
係
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
給
与
に
係
る
住
居
手
当
の
削
減

期
間
を
１
年
間
延
長
す
る
た
め
、
関

係
規
定
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

放
課
後
児
童
支
援
員
の
認
定
資
格
研

修
修
了
に
係
る
経
過
措
置
を
当
分
の

間
、
延
長
す
る
た
め
、
関
係
規
定
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
高
齢
者
介
護
福
祉
金
支
給
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

令
和
２
年
度
に
お
け
る
介
護
保
険
料

議    

案

の
見
直
し
に
伴
い
、
介
護
福
祉
金
支

給
額
の
見
直
し
等
を
行
う
た
め
、
関

係
規
定
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、
令

和
２
年
度
よ
り
、
低
所
得
者
の
第
１

号
保
険
料
の
さ
ら
な
る
軽
減
を
行
う

た
め
、
関
係
規
定
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

▼
栗
山
町
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担

金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

国
営
土
地
改
良
事
業
等
に
係
る
受
益

者
等
負
担
金
の
償
還
利
率
を
定
率
か

ら
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
率
と
す

る
た
め
、
関
係
規
定
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。

▼
栗
山
町
企
業
立
地
促
進
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

本
町
に
お
い
て
、
新
た
に
製
造
業

等
の
事
業
を
営
む
者
な
ど
に
対
し
助

成
（
土
地
の
取
得
、
雇
用
、
水
道
料
）

す
る
本
条
例
の
適
用
期
限
を
令
和
６

年
度
ま
で
延
長
す
る
た
め
、
関
係
規

定
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
栗
山
町
道
路
構
造
の
技
術
的
基
準
及

び
道
路
標
識
の
寸
法
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
「
道
路
構
造
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
」
に
基
づ
き
、
車
道
の
一
部
と

し
て
新
た
に
自
転
車
通
行
帯
を
規
定

し
て
実
施
す
る
中
小
企
業
者
等
へ
の

支
援
制
度
に
係
る
補
正
で
す
。

▼
栗
山
町
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

現
在
、
住
民
保
健
課
で
行
っ
て
い
る

「
生
活
環
境
保
全
」
及
び
「
交
通
・

防
犯
」
に
関
す
る
業
務
を
、
環
境
政

策
課
へ
移
管
す
る
た
め
、
関
係
規
定

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
北
海
道
介
護
福
祉
学
校
の
授
業
料
等

徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

令
和
３
年
度
入
学
の
学
生
募
集
か

ら
、
一
般
入
試
に
加
え
、
Ａ
Ｏ
入
試

制
度
を
導
入
す
る
た
め
、
関
係
規
定

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
令
和
２
年
度
一
般
財
団
法
人
栗
山
町

農
業
振
興
公
社
事
業
計
画
の
報
告
に

つ
い
て

報
　
告


